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１） 設置趣意書
現在の高等教育機関は、

（1）大学・短期大学

（2）専門学校
の二つの流れがあって、後者については中央教育審議会（中教審）の答申にもみられるように、近い将来「職業大学」化する可能性を秘めており、その試行として「今春、職業実践専門課程」の認定が行われた。

昨今の規制緩和の流れは高等教育機関の乱立となって現れており、少子化の大波を迎えて、一方では「定員割れ私立大学、45.8％」という惨状があり、他方では都心回帰を果たしながら私立高校の系列化を図って巨大化する傾向がある。

専門学校もまた同様の状況がある。

こうした厳しい環境があるということ踏まえて、私たちは「新たな専門学校への道」を模索している。

私たちは、様様な組織や企業とのコラボレーションを構築して、「愛甲農業科学専門学校」を開校すべく動き始めている。
（１）中国のPM2.5の例にも視られるように「食の安全」ということが私たちの関心の多くを占めているにも拘らず、日本の食料自給率が現在の39パーセントから、10年後には13パーセントまで低迷すると予測され、「安全性」を他国に委ねるという困難に陥っている。

（２）その原因のひとつは、現代の農業を支えているほとんどが高齢者であるということ、さらに都市への人口の集中により農業に従事する人の多い地方が過疎化し、流れとして第三次産業への労働者の移り変わりもあって、結果、「食」の担い手が激減しているのである。

（３）食のうち肉などに見られるように輸入に頼る傾向は避けられそうにもないのであるが、「葉物野菜」のような新鮮さが命の「食」については自給の道を模索せざるを得ないのではないかと考える。

（４）こうした事情を背景に葉物野菜を中心に「水耕栽培」が注目されている。

水耕栽培には大きく二つの形態がある。

<イ>完全人工光型

<ロ>太陽光利用型および太陽光人工光併用型

（５）おおむね<イ>は工業系で、宅地や雑種地に立地しており、<ロ>は従前の露地栽培の発展系が多く農地に立地されている。

（６）都市近郊に設置される野菜工場の多くは、夜間電力を使った<イ>完全人工光型工場である。

農業における「工場型水耕栽培」は、様様な角度から今後急速に進展するであろうと思われる。

（１）天候に左右され農業生産物の価格が乱高下することはよく知られていることであるが、人工的な管理下にある工場型農業においては、天候に左右されない安定供給を可能にし、結果、消費者にとっては安価な食料品を手に入れることが可能となっている。

（２）限られた農地による露地栽培には生産能力に限りがあるが、工場型水耕栽培にはそのような限界がなく、地球規模的に考えれば増え続ける人口増加に対処できる可能性を秘めている。

（３）地方に拡がる農地による露地栽培による生産物に比して、工場型水耕栽培は都心部に生活する消費者から近い場所での生産が可能であり、流通コストの引き下げに有効に働くと思われる。

（４）自然から切り離された工場型水耕栽培では、安定した計画的な養液の供給により、栄養価の高い野菜を栽培できる。

（５）徹底した衛生管理における工場型水耕栽培の野菜は、限りなく菌が少ない状態にあるため、消費期限の延長が可能となり、安定的な農産物の供給につながる。

（６）露地栽培の野菜の場合、農薬使用のため大量の水を使っての「洗浄」が必要であり、また、多くの廃棄部分がでるが、限りなく菌が少ない近郊の工場型水耕栽培の野菜には洗浄の必要がほとんどないため外葉の廃棄などのロスが発生しない。

（７）重い土の耕作や雑草の除去など肉体的な負担の大きい路地型農業労働に比して、工場型水耕栽培は、従事者の肉体的負担がきわめて少ないといえる。このことは高齢化している日本の現状からみて、極めて重要なポイントとなるであろう。

野菜工場の担い手は新たな職業人であって、従前の農業に見られる家業生業の類とは大きく異なった能力を身につけていなければならない。

すなわち工業的知識と農業的素養とマーケティング力を備えている必要があろうかと思われる。

そのためには、「新たな職業人」を教育・訓練する機関＝学校が必要となっているのである。これが時代の要請であろうと考えている。

現在の日本には、北海道・東北を中心に農業専門学校が存在しているが、いずれも露地栽培型農業・畜産業をベースにしていて、「水耕野菜」をテーマにしている学校は、2014年4月、水耕栽培と知的障碍者福祉を融合させた学校である「中部水耕栽培福祉専門学校」のみである。

この「中部水耕栽培福祉専門学校」は、太陽光利用型水耕栽培のようである。

したがって私たちが構想する「完全人工光型野菜工場」を前提とする「愛甲農業科学専門学校」は、日本初の唯一の専門学校である。
２） 設置要項
（ア） 目的
（１）本校は、学生に自由と平等そして平和の精神に基づいて人格を陶冶し、豊かな教養を体得させ、職業に関する実務的専門教育を行うことにより、世界の市民として広く国際的に活躍しうる人材を養成し、国際社会、世界文化の発展に寄与することを目的とする。
（２）農協分野において、安全で衛生的な野菜・果物を安定的に供給できる水耕栽培の技術者を育成することにより、我が国の食、食育、調理の向上、そして無形文化遺産とされた和食文化の維持とさらなる発展に寄与する。また、世界飢餓について積極的に問題解決にあたるための技術、人材育成を研究、開発する。
（イ） 名称：愛甲農業科学専門学校
（ウ） 課程、学科の名称、定員及び修業年限

　　　　　課程：業専門課程

　　　　　学科：水耕栽培学科

　　　　　総定員：160名（入学定員80名）
　　　　　修業年限：昼間部２年制

（エ） 位置：大阪府大阪市北区天神橋七丁目15番1号
（オ） 学則
愛甲農業科学専門学校
学　　　則

この学則は、平成28年４月１日より施行する。

愛甲農業科学専門学校学則
第１章　総則
（目　的）
第１条  本校は、学生に自由と平等そして平和の精神に基づいて人格を陶冶し、豊かな教養を体得させ、職業に関する実務的専門教育を行うことにより、世界の市民として広く国際的に活躍しうる人材を養成し、国際社会、世界文化の発展に寄与することを目的とする。
(2) 農協分野において、安全で衛生的な野菜・果物を安定的に供給できる水耕栽培の技術者を育
成することにより、我が国の食、食育、調理の向上、そして無形文化遺産とされた和食文化
の維持とさらなる発展に寄与する。また、世界飢餓について積極的に問題解決にあたるため
の技術、人材育成を研究、開発する。
（名　称）
第２条  本校は、愛甲農業科学専門学校という。
（位　置）
第３条  本校の位置を大阪府大阪市北区天神橋七丁目15番１号に置く。
（自己点検・評価）
第４条　本校は、その教育の一層の充実を図り、本校の目的及び社会的使命を達成するため、本校における教育活動等の状況について自ら点検及び評価を行うものとする。
(2) 前項の点検及び評価の実施に関し、必要な事項は別に定める。
第２章　課程、学科及び修業年限、定員並びに休業日
（課程、学科、修業年限、定員）
第５条　本校の課程、学科及び修業年限並びに定員は次のとおりとする。
	課程名
	学科名
	修業年限
	入学定員
	総定員
	備　考　

	農業専門課程
	水耕栽培学科
	２年　
	80名　
	160名
	昼間


　　(2) 在学期間は４年を超えることができない。
（学年、学期）
第６条  学年は４月１日に始まり、翌年３月３１日に終る。
(2) 農業専門課程の学期は、次のとおりとする。
前期     ４月１日から９月30日まで
後期    10月１日から翌年３月31日まで
　　(3) 前期および後期の最低授業時間数は、各々１７週とし、年間授業総日数は170日を下らないものとする。
（休業日）
第７条　休業日は次のとおりとする。

一、日曜日

二、『国民の祝日に関する法律』に規定する日

三、本校創立記念日    10月５日

四、春季休業          ３月21日から４月10日まで

五、夏季休業          ７月21日から８月31日まで

六、冬季休業          12月21日から翌年１月７日まで
　　(2) 校長は、前項各号のほか臨時に休業日または、休業期間を定めまたは変更することができる。
第３章　教育課程、授業時数及び教員組織
（教育課程、授業時数）
第８条　本校の教育課程及び授業時数等は別表第１のとおりとする。
(2) 別表第１に定める授業時数の１単位時間は、45分とし、卒業までに履修させる授業時数は、水耕栽培学科にあっては2000時間以上とする。
（授業時数の単位数への換算）
第９条　本校の専門課程の授業科目の授業時数を単位数に換算する場合においては、講義・演習は、各学期毎週３時間17週の授業をもって２単位、実習にあっては51時間をもって１単位、及び実験、実習、実技にあっては51時間をもって１単位とする。
（成績評価）
第10条　授業科目の成績評価は、学年末において、各学期末に行う試験、実習の成果、履修状況等を総合的に勘案して行う。ただし、出席時数が授業時数の３分の２に達しない者は、その科目について評価を受けることができない。
（成績判定）
第11条  試験の成績判定はＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄの４段階とし、Ｃ以上をもって合格とする。
(2) 試験等に合格した者には、その授業科目について所定の単位の修得を認める。
（始業及び修業）
第12条　本校の始業及び修業の時刻は、次のとおりとする。
	課程名
	学科名
	昼夜別
	始業時刻
	修業時刻
	曜　日

	農業専門課程
	水耕栽培学科
	昼間
	９時30分
	16時00分
	月～金


（教職員組織）
第13条　本校に校長をおく。校長は本校の学務を総覧し所属する教職員を統督する。
　　(2) 校長が必要と認めたときは、副校長をおき、その職務を代行させることができる。
　　(3) 校長の選出について必要な事項は、別に定める。
第14条  本校に専任教員および職員をおく。
　　(2) 専任教員は５名以上とする。
　　(3) 専任教員は学生を教授し、所定の事務に従事する。
　　(4) 職員は、所定の業務に従事する。
第15条  校長は教職員会議の議を経て兼任の講師をおくことができる。

(教職員会議)

第16条  本校に教職員会議をおく。教職員会議は校長、専任教員および職員をもって構成する。
第17条  教職員会議は校長が召集し、その議長となる。校長に支障あるときは、その指名による者がこれを代行する。
　　(2) 校長は教職員会議総構成員の３分の１以上の要求があるときには、教職員会議を召集しなければならない。
第18条  教職員会議は、必要に応じ第16条に定める構成員以外の者を列席させることができる。
第19条  教職員会議は、本校におけるつぎの各事項を審議決定する。

一、学則に関する事項

二、規程ならびにこれに準ずるものの制定・改廃に関する事項

三、開講科目および教職員の人事・担当に関する事項

四、教育および研究に関する事項

五、学生の入学、退学、転学、休学、復学、卒業および課程の修了に関する事項

六、学生の賞罰および補導に関する事項

七、聴講生および外国人留学生等に関する事項

八、本条各号に関する委員会の設置および廃止、その他学校運営に必要な事項
第4章　入学、休学、転学、退学、除籍および卒業
(入学)

第20条  入学の時期は学年の初めとする。
(入学資格)

第21条  入学を志願することのできる者は、つぎの各号の１に該当する者でなければならない。
一、高等学校を卒業した者
二、通常の課程による12年の学校教育を修了した者（通常の課程以外の課程によりこれを相当とする学校教育を修了した者を含む）
三、外国において学校教育における12年の課程を修了した者
四、文部科学大臣が指定した在外教育施設の課程を修了した者
五、文部科学大臣の指定した者
六、大学入学資格検定規程（昭和26年文部省令第13号）により文部科学大臣の行う大学入学資格検定に合格した者
七、文部科学大臣が指定した専修学校の高等課程の修業年限３年以上の課程を修了した者
（入学手続き）
第22条  入学を志願する者は、所定の期日までに入学願書および所定の書類に第38条に定める入学審査料を添えて提出しなければならない。
　　(2) 前項により提出した書類および納付した入学審査料は返還しない。
第23条  本校に入学を許可すべき者は、別段の定める場合を除き入学試験成績その他の資料を考慮して校長がこれを決定する。
第24条  入学を許可された者は、所定の期日までに所定の書類を提出し第39条に定める入学金・授業料およびその他の納付金を納入しなければならない。なお、一旦納入した学費は返還しない。
第25条  入学を許可された者が、所定の期日までに前条に定められた手続をとらないときはその者の入学を取消すことがある。
（休学）
第26条  学生が疾病その他やむを得ない事由により修学を休止しようとするときは、校長の許可を得て休学することができる。
　　(2) 休学しようとする者は、保証人連署で休学願書を提出しなければならない。また、疾病により休学しようとする者は、これに医師の診断書を添付しなければならない。
　　(3) 休学願書の提出は、前期３月１日、後期９月１日までにしなければならない。
第27条  疾病のため修学が適当でないと認められる学生に対して、校長は休学を命ずることができる。
第28条  休学の期間は通算して３年を超えることができない。
　　(2) 休学期間は在学年数に算入しない。
（復学）
第29条  休学期間中に休学の事由が消滅したときは保証人連署で、復学願書（疾病による場合は医師の診断書添附）を提出し、校長の許可を受けなければならない。
　　(2) 前項の許可を得た者は、許可後に開始される学期より復学するものとする。
（転学、退学）
第30条  学生が転学または退学をしようとするときは、保証人連署で願書に事由を具して提出のうえ、校長の許可を受けなければならない。
　　(2) 前項の転学または退学については、第27条第3項の規定を準用する。
（編入学、転入学）
第31条  本校に編入学または転入学を願い出る者があるときは、その資格を審査し試験選考のうえ適宜入学を許可することがある。
　　(2) 前項の入学については第21条、第23条から第26条までの規定を準用する。
（除籍）
第32条  学生がつぎの各号の１に該当するときは、校長はその者を除籍する。

一、死亡の届出のあった者

二、行方不明の届出のあった者

三、第５条第２項に定める在学年数に達した者

四、故なく授業科目の履修を長期にわたり怠る者

五、疾病その他の事由により成業の見込みがないと認められる者

六、所定の授業料の納付を怠り、その督促を受けてもなお、これを納付しない者
（再入学）
第33条  つぎの各号により退学または除籍後２ヵ年以内に再入学を願い出るときは、選考のうえ学期の始めに限って入学を許可する。

一、願い出により本校を退学した者

二、疾病その他の事由により除籍された者

三、授業料の滞納のため除籍された者
ただし、除籍後２ヵ月以内に未納の授業料および復籍料を納入した者は、
除籍の日をもって復籍させることができる。
　　(2) 前項の定めにより入学を許可された者の在学年数は、従前の在学年数を加算したものとする。
（課程修了の認定）
第34条  本校を卒業するためには、学生は２年以上在学し、66単位以上を修得しなければならない。
　　(2) 前項に定める条件を充たし、かつ教職員会議において、２年の課程を修了したものと認定した者に対して、校長は卒業証書を授与する。
第５章  賞  罰
第35条  学生にしてつぎの各号の１に該当する者があるときは、校長は所定の手続を経てこれを賞することがある。

一、学業成績が特に優秀と認められる者

二、品行方正にして他の学生の模範と認められる者
第36条  学生にして本校の諸規程に違反し、またはその本分に反する行為をしたときは、所定の手続を経て校長がこれを懲戒する。
第37条  懲戒は戒告、停学および懲戒退学の３種類とする。
　　(2) 前項の退学は次の各号の１に該当する学生に対して行なうことができる。

一、性行不良で改善の見込みがないと認められる者

二、学力劣等で成業の見込みがないと認められる者

三、本校の秩序を乱しその他学生としての本分に反した者
第38条  前条による停学が３ヵ月以上にわたるときは、その期間は第５条に定める在学年数に算入しない。
第６章　入学金及び授業料等
（納付金）
第39条  学費は入学審査料・入学金・再入学金・施設費・授業料・復籍料・聴講料・学籍料その他とし、その納付金額は別表第２に定める。
第40条  第31条、第33条に該当する者の学費は、入学を許可された年度の所定の学費とする。
第41条  休学者の授業料は、所定額の２分の１とする。
(納付期限)

第42条  授業料は、つぎの２期に分けて納入するものとする。

前期　　３月１日から３月１５日まで

後期　　９月１日から９月１５日まで
第43条  前条の定めにかかわらず、やむをえない事情により納入できない者は、前期３月１日、後期９月１日までに願い出て分納の許可を得なければならない。
　　(2) 前項について必要な事項は、別に定める。
（除籍）
第44条　授業料その他の納付金を１カ月以上滞納した者は除籍することができる。
第７章  聴講生および外国人留学生
（聴講生）
第45条  本校所定の授業科目中の１または数科目を聴講しようとする者があるときは、選考のうえ、聴講生としてこれを許可することがある。
第46条  聴講を志願する者は聴講しようとする授業科目を記載した願書を学年の初めに提出しなければならない。
第47条  聴講生はその履修した授業科目について検定料を納入し、試験等を受けることができる。
　　(2) 試験等に合格した授業科目については願い出によってその証明書を交付する。
（外国人留学生）
第48条  外国人であって、本校に入学を志願する者は選考のうえ、入学または聴講を許可することがある。
　　(2) 外国人留学生について必要な事項は、別に定める。
第49条  第45条および第48条に定める学生については、本学則および本校の定める諸規程を準用する。

　　第８章  厚生および保健
第50条  本校に厚生および保健に関する諸施設を設ける。
第51条  教職員および学生の保健のため毎年１回健康診断を行う。

　　第９章  奨学制度
第52条  学業および人格が特に優秀な学生に対しては、所定の手続を経て授業料等の減免、給費または貸費の特典の１または２以上を与える。
　　(2) 前項の特典について必要な事項は、別に定める。

　　第10章  公開講座
第53条  夏季休業中もしくは、適時に公開講座を開設することがある。

　　第11章  雑則
第54条  この学則の施行についての細則は、別に定める。
　　　　　　附　則　
１．この学則は、平成28年４月１日より施行する。
別表第１
　農業専門課程水耕栽培学科

	科目
区分
	必修・選択の別
	授業科目
	第１学年
	第２学年
	授業時数合計
（単位）

	
	
	
	年間授業時数
	年間授業時数
	

	一
般
科
目
	必
修
	生物学
	51
	
	51（ 2 ）

	
	
	植物栄養学
	51
	
	51（ 2 ）

	
	
	法学
	
	51
	51（ 2 ）

	
	選
択
	生化学
	
	51
	51（ 2 ）

	
	
	英語
	
	51
	51（ 2 ）

	
	
	経済学
	51
	
	51（ 2 ）

	専
門
科
目
	必
修
	経営学
	51
	
	51（ 2 ）

	
	
	簿記会計学
	51
	
	51（ 2 ）

	
	
	一般農業論
	51
	
	51（ 2 ）

	
	
	農業経済論
	51
	
	51（ 2 ）

	
	
	農業経営論
	51
	
	51（ 2 ）

	
	
	衛生管理論
	51
	
	51（ 2 ）

	
	
	栄養管理論
	51
	
	51（ 2 ）

	
	
	農業計算論
	51
	
	51（ 2 ）

	
	
	農業流通論
	51
	
	51（ 2 ）

	
	
	ビジネス英語Ⅰ
	51
	
	51（ 2 ）

	
	
	農業管理論
	51
	
	51（ 2 ）

	
	
	農業医療論
	51
	
	51（ 2 ）

	
	
	植物構造論
	
	51
	51（ 2 ）

	
	
	植物消費論
	
	51
	51（ 2 ）

	
	選
択
	マーケティング論
	
	51
	51（ 2 ）

	
	
	租税法
	
	51
	51（ 2 ）

	
	
	ビジネス英語Ⅱ
	
	51
	51（ 2 ）

	
	
	農業地域論
	51
	
	51（ 2 ）

	
	
	植物生産論
	51
	
	51（ 2 ）

	
	
	農業社会論
	51
	
	51（ 2 ）

	
	
	植物開発論
	
	51
	51（ 2 ）

	
	
	農業ビジネス論
	51
	
	51（ 2 ）

	
	
	植物産業論
	
	51
	51（ 2 ）

	
	
	植物財務論
	
	51
	51（ 2 ）

	
	
	リスク管理論
	51
	
	51（ 2 ）

	
	
	農業資源論
	51
	
	51（ 2 ）

	
	
	植物マーケティング論
	
	51
	51（ 2 ）

	
	
	農業政策論
	51
	
	51（ 2 ）

	
	
	農業技術論
	51
	
	51（ 2 ）

	
	
	農業法規論
	
	51
	51（ 2 ）

	
	
	農業環境論
	51
	
	51（ 2 ）

	実

技

・

演

習

科

目
	必

修
	コンピューター演習Ⅰ
	51
	
	51（ 1 ）

	
	
	コンピューター演習Ⅱ
	
	51
	51（ 1 ）

	
	
	初級栽培演習
	51
	
	51（ 2 ）

	
	
	中級栽培演習
	
	51
	51（ 2 ）

	
	
	上級栽培演習
	
	51
	51（ 2 ）

	
	選

択
	植物事例研究
	
	51
	51（ 2 ）

	
	
	植物栽培実習
	
	51
	51（ 1 ）

	
	
	農業流通実習
	
	51
	51（ 1 ）

	
	
	農業地域実習
	
	51
	51（ 1 ）

	
	
	農業環境実習
	
	51
	51（ 1 ）

	
	
	国際比較実習
	
	51
	51（ 1 ）

	
	
	植物産業実習
	
	51
	51（ 1 ）

	
	
	植物消費実習
	
	51
	51（ 1 ）

	
	
	農園運営実習
	
	51
	51（ 1 ）

	
	
	国内視察研修Ⅰ
	51
	
	51（ 1 ）

	
	
	海外視察研修Ⅱ
	
	51
	51（ 1 ）

	
	
	インターンシップⅠ
	51
	
	51（ 1 ）

	
	
	インターンシップⅡ
	
	51
	51（ 1 ）

	必修科目授業時数
	816
	306
	1122（ 42）

	選択科目授業時数
	612
	1071
	1683（ 54）

	卒業に必要な総授業時数
	1020
	1020
	2040（ 66）


※　第１学年においては、選択科目を一般科目の中から51時間以上、専門科目および実技・演習科目の中から102時間以上、選択履修するものとする。

　　第２学年においては、専門科目の中から204時間以上、実技・演習科目の中から510時間以上、選択履修するものとする。

別表第２

（年額：円）

	課程名
	学科名
	学年
	入　学

審査料
	入学金
	授業料
	施設費
	研修費

	農業専門課程
	水耕栽培学科
	１年
	30,000
	200,000
	1,080,000
	60,000
	60,000

	
	
	２年
	―
	―
	1.080.000
	60,000
	60,000


（カ） 経費及び維持方法：経費は別紙収支予算書のとおり。授業料、入学金、その他の
収入をもって維持し、不足が生じた場合は設置者の責任にて
負担する。
（キ） 学校開設年月日：平成28年4月1日
３） 施設の概要
（1）校　地
	校　　地
	面　　積　　（㎡）
	備　　　　考

	
	合　計
	専　用
	共　用
	

	内
訳
	校舎敷地
	134.36
	134.36
	0
	

	
	運動場
	0
	0
	0
	

	
	その他
	116.94
	116.94
	0
	

	合　　計
	251.30
	251.30
	0
	


（2）校　舎
	
	面　　積　　（㎡）
	備　　　　考

	
	合　計
	専　用
	共　用③
	

	校　　舎
	1,112.30
	1,112.30
	0
	


（内　訳）
	階
	用　途
	室　　数
	面　　積　　（㎡）
	備　　　考

	1

階
	実習室
	2
	81.96
	101号室　29.45㎡
102号室　52.51㎡

	
	前室（着替え室）
	1
	4.43
	実習室付帯施設

	
	共益部分
	1
	14.10
	EV

	
	その他
	1
	33.87
	ロビー・通路

	
	小　計
	
	134.36
	

	2

階
	多目的ホール
（大教室）
	1
	123.60
	

	
	教員準備室
	1
	9.84
	

	
	学生ロビー
	1
	12.25
	

	
	共益部分
	2
	21.85
	EV 14.10㎡
便所 7.75㎡

	
	その他
	1
	13.80
	通路

	
	小　計
	
	181.34
	

	3

階
	普通教室
	2
	123.60
	301号室　61.8㎡
302号室　61.8㎡

	
	教員準備室
	1
	9.84
	

	
	学生ロビー
	1
	12.25
	

	
	共益部分
	2
	21.85
	EV 14.10㎡
便所 7.75㎡
(身障者用便所含)

	
	その他
	1
	13.80
	通路

	
	小　計
	
	181.34
	

	4

階
	普通教室
	2
	123.60
	301号室　61.8㎡
302号室　61.8㎡

	
	教員準備室
	1
	9.84
	

	
	学生ロビー
	1
	12.25
	

	
	共益部分
	2
	21.85
	EV 14.10㎡
便所 7.75㎡

	
	その他
	1
	13.80
	通路

	
	小　計
	
	181.34
	

	5

階
	図書・資料室
	1
	100.42
	

	
	教員準備室
	1
	9.84
	

	
	学生ロビー
	1
	12.25
	

	
	共益部分
	2
	9.37
	EV 14.10㎡
便所 7.75㎡

	
	その他
	1
	21.82
	通路

	
	小　計
	
	153.70
	

	6

階
	多目的ホール
（学生自習室）
	１
	84.60
	

	
	教員準備室
	1
	9.84
	

	
	学生ロビー
	1
	12.25
	

	
	共益部分
	2
	21.85
	EV 14.10㎡
便所 7.75㎡

	
	小　計
	
	128.54
	

	7

階
	事務室・教員室
	１
	62.02
	

	
	休憩室
	1
	8.29
	

	
	共益部分
	2
	20.70
	EV 14.10㎡
便所 6.60㎡

	
	小　計
	
	91.01
	

	8

階
	法人事務室
	１
	20.13
	

	
	保健室
	1
	17.84
	便所・洗面・シャワー室含

	
	共益部分
	2
	20.70
	EV 14.10㎡
便所 6.60㎡

	
	小　計
	
	60.67
	

	合　　　計
	
	1,112.30
	

	普通教室合計
	4
	247.20
	多目的ホールを除く


４） 校地・校舎図面（付近状況図、配置図、各階平面図、立面図）

（付近状況図）大阪市北区天神橋七丁目15番1号
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５） 校具、教具、図書及び備品の明細表(エクセルデータ)
６） 学級編成表
	年　　度
	第１年度

（平成28年度）
	第２年度

（平成29年度）
	第３年度

（平成30年度）

	課程別
	学科
	学年
	学級数
	生徒数
	学級数
	生徒数
	学級数
	生徒数

	農業専門課程
	水耕栽培科
	１
	２学級
	80人
	２学級
	80人
	２学級
	80人

	
	
	２
	
	
	２学級
	80人
	２学級
	80人

	合　　計
	２学級
	80人
	４学級
	160人
	４学級
	160人


７） 教職員編成表
	職　　名
	第１年度

（平成28年度）
	第２年度

（平成29年度）
	第３年度

（平成30年度）

	
	専任
	兼任
	専任
	兼任
	専任
	兼任

	校　　長
	
	１名
	
	１名
	
	１名

	教　　員
	３名
	５名
	５名
	５名
	５名
	５名

	助　　手
	１名
	
	２名
	
	２名
	

	事務職員
	１名
	
	１名
	
	１名
	

	校　　医
	
	１名
	
	１名
	
	１名

	その他の職員
	
	
	
	
	
	

	合　　計
	５名
	７名
	８名
	７名
	８名
	７名


８） 教職員名簿
	職名
	氏名
	専兼

の別
	担当

課程
	生年

月日
	最終

学歴
	免許
	免許取得後の実務経験
	学校卒業後の実務経験
	備考

	
	
	
	
	
	
	種類
	取得

年月日
	
	
	

	校長
	西村公男
	兼
	専門
	昭和21年11月23日
	甲南大学経済学部卒業
	
	
	
	カウンセラー

専門学校教員
	

	教員
	清水範夫
	専
	専門
	昭和22年
1月15日
	東京大学農学博士
授与
	
	
	
	東洋大学

教授
	

	教員
	納谷賢司
	専
	専門
	昭和26年3月19日
	神戸大学大学院
	
	
	
	企業経営
専門学校教員
	

	教員
	近江昭紀
	専
	専門
	昭和45年8月13日
	近畿大学理工学部卒業
	
	
	
	専門学校教員
	

	教員
	長田明彦
	兼
	専門
	昭和21年6月25日
	東京大学薬学博士授与
	
	
	
	自然農法
研究と実践
	

	教員
	蓬莱晴一
	兼
	専門
	昭和21年
9月28日
	甲南大学
経済学部

卒業
	
	
	
	小学校教諭
農業に従事
	

	教員
	成吉弘幸
	兼
	専門
	昭和34年

2月26日
	福岡大学法学部

卒業
	
	
	
	企業総務担当
専門学校教員
	

	教員
	下村　浩
	兼
	専門
	昭和21年
9月28日
	京都工芸繊維大学工芸学部卒業
	
	
	
	水耕栽培

システムの製造販売
	

	教員
	砂田和広
	兼
	専門
	昭和47年8月19日
	立命館大学法学部

卒業
	教諭
	平成8年3月31日
	
	専門学校教員
	

	助手
	片上倫子
	専
	専門
	昭和55年2月20日
	立命館大学文学部
卒業
	
	
	
	企業総務担当
専門学校教員
	

	職員
	三好伶以子
	専
	専門
	昭和58年4月1日
	大阪成蹊女子短大

卒業
	
	
	
	事務職員
	

	校医
	吉江哲郎
	兼
	専門
	
	神戸大学医学部

卒業
	
	
	
	吉江胃腸外科病院院長
	


９） 校長採用届


平成　　年　　月　　日

大阪府知事　松井　一郎　様

愛甲農業科学専門学校 設置者

大阪市北区天神橋七丁目15番1号

設置者名 学校法人愛甲学院大阪

設立代表者 西村公男

校　長　採　用　届

愛校農業科学専門学校設置の上は、下記のものを校長に採用したいのでお届けします。

記

　１　校長名　　　　　　　　　西村　公男
　　　　　　　

　２　校長の専任、兼任の別　　兼任
　　　　　　　

　３　採用年月日　　　　　　　平成２６年１１月１日
 添付書類 

　１） 新校長の履歴書

　２） 新校長の誓約書

　３） 理事会、評議員会の決議録（個人立の場合は不要）

　４） 就任承諾書
10）収支予算書
11） 創設費及び財源の総括表
	区分
	種別
	項　　　　　　　　目

	創

設

費


	校
地
	契約
年月日
	契約の
相手方
	契約物件
の所在地
	面積
	契約金額
	支払（予定）
年　月　日
	支払（予定）
金　　　額
	備考

	
	
	H26.11.17
	西村公男
	大阪市北区天神橋七丁目84番１
	㎡
251.31
	円
140,300,000 
	H26.12.22
	円
0
	寄付

	
	
	計
	
	
	
	140,300,000
	

	
	校
舎
	種　別
	構　造
	面積
	契約年月日
	支払（予定）
年　月　日
	支払（予定）
金　　　額
	備考

	
	
	校　舎
	鉄骨造アルミニウム板葺
8階建
	㎡
1,113.30
	H26.11.17
	H26.12.22
	円
0
	寄付

	
	
	計
	
	
	89,700,000
	

	
	設
備
	種　　　　　別
	数量
	契約金額
	支払（予定）
年　月　日
	支払（予定）
金　　  額
	備考

	
	
	校　　　　　　具
	点
411 


	円
3,575,048


	H27. 7.15
	円
3,575,048


	購入

	
	
	教　　　　　　具
	点

50 
	円
13,690,800
	H27. 7.15
	円
13,690,800
	購入

	
	
	図　　　　　　書
	冊

594 
	円

1,520,784
	H27. 7.15
	円

1,520,784
	購入

	
	
	備　　　　　　品
	点

48 
	円

810,084
	H27．7.15
	円

810,084
	購入

	
	
	計
	
	19,596,716円
	
	19,596,716円
	

	
	運用
財産
	りそな銀行神戸支店　普通預金
	
	100,000,000円
	寄付

	
	
	合　　　　　　　　　　計
	
	119,596,716円
	

	区分
	種　　　別
	金　　　額
	備　　　　　　　考

	資
源

内

訳
	自
己

資

金
	法人自己資金
	円
	

	
	
	寄付金
	100,000,000
	西宮市結善町1番4号　　西村　公男

	
	
	補助金
	
	

	
	
	寄附物件
	230,000,000
	西宮市結善町1番4号　　西村　公男

	
	
	寄附物品
	
	

	
	
	計
	330,000,000
	

	
	借
入

金
	日本私学振興財団
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	計
	0
	

	
	合　　　　　計
	330,000,000
	


12） 財産目録２）財産目録
平成26年11月17日現在
1　財産目録総括表
	事　　　　項
	金　　　額
	備　　　考

	資　産　総　額
	Ａ 　　　　　　　　　　　円

330,000,000
	

	内　訳
	基本財産
	230,000,000
	

	
	運用財産
	100,000,000
	

	
	収益事業用財産
	0 
	

	
	以上減価償却累計額
	0
	

	負　債　総　額
	Ｂ
0
	

	正　味　財　産
	Ａ－Ｂ 

330,000,000
	


2　資　　産
（1） 基本財産
　　　ア　校　　地
	所　在　地
	面　積
	評　価　額
	  備　　考 ①

	大阪市北区天神橋七丁目84番1
	㎡
251.31
	円
140,300,000
	

	合　　　計
	251.31
	140,300,000
	


　イ　校　　舎（全て自己所有）
	所　在　地
	構造
	面　積
	評価額
	備　　考

	大阪市北区天神橋七丁目84番地1
	鉄骨造アルミニウム板葺8階建
	㎡
1112.30
	円
89,700,000
	

	合　　　計
	
	1112.30
	89,700,000
	


　ウ　校具・教具・図書・備品
	区　分
	名　　称
	点数及び冊数
	評価額
	備　　　考

	校　具
	机・椅子ほか
	４１１点
	3,575,048円
	平成27年6月

	教　具
	水耕栽培器具ほか
	５０点
	13,690,800円
	平成27年6月

	図　書
	インドネシアのアグリビジネス改革他
	５９４冊
	1,520,784円
	平成27年6月

	備　品
	事務机ほか
	４８点
	810,084円
	平成27年6月

	合　　　　計
	８１８点
	19,596,716円
	平成27年6月


（2） 運用財産
　　ア　預　　金
	預　金　先
	預金種別
	利率
	金　額
	備　　考

	りそな銀行
神戸岡本支店
	普通
	0.02％
	100,000,000円
	

	合　　　　計
	
	100,000,000円
	


　　イ　現　　金　　　　　　　　　0円
3　負　　債　　　　　　　　　　　 0円
(1)借入金
無し
(2)借用財産
無し
13) 寄附行為
学校法人愛甲学院大阪

寄 附 行 為
この寄附行為は、大阪府知事の認可の日（平成○年○月○日）から施行する。
学校法人愛甲学院大阪 寄附行為
第１章　総　則

（名　称）

第１条　この法人は、学校法人愛甲学院大阪と称する。

（事務所）

第２条　この法人は、事務所を大阪府大阪市北区天神橋七丁目15番1号に置く。

第２章　目的および事業
（目　的）

第３条　この法人は、教育基本法および学校教育法に従い、学校教育を行い、有為な人材を育成することを目的とする。

（設置する学校）

第４条　この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる学校を設置する。

　愛甲農業科学専門学校　農業専門課程

第３章　役員および理事会
（役　員）

第５条　この法人に、次の役員を置く。

（１）理　事　６人

（２）監　事　２人

２　理事のうち1人を理事長とし、理事総数の過半数の議決により選任する。理事長の職を解任するときも、同様とする。

３　理事（理事長を除く。）のうち２人以内を常務理事とし、理事総数の過半数の議決により選任する。常務理事の職を解任するときも、同様とする。

（理事の選任）

第６条　理事は、次の各号に掲げるものとする。

（１）校長

（２）評議員のうちから評議員会において選任した者　２人

（３）学識経験者のうちから理事会において選任した者　３人

２　前項第1号および第２号の理事は、校長または評議員の職を退いたときは、理事の職を失うものとする。

（監事の選任）

第７条　監事は、この法人の理事、職員（校長、教員その他の職員を含む。以下同じ。）または評議員以外の者であって理事会において選出した候補者のうちから、評議員会の同意を得て、理事長が選任する。

（親族関係者等の制限）

第８条　この法人の役員のうちには、各役員について、その配偶者または３親等以内の親族が１人をこえて含まれることになってはならない。

２　この法人の監事は、この法人の理事または職員と兼ねてはならない。

（役員の任期）

第９条　役員（第7条第1項第1号に掲げる理事を除く。以下この条において同じ。）の任期は２年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

２　役員は、再任されることができる。

３　役員は、任期満了の後でも、後任の役員が選任されるまでは、なお、その職務を行う。

（役員の補充）

第10条　理事または監事のうち、その定数の5分の1をこえるものが欠けたときは、１ヵ月以内に補充しなければならない。

（役員の解任および退任）

第11条　役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事総数の4分の3以上出席した理事会において、理事総数の4分の3以上の議決および評議員会の議決により、これを解任することができる。

（１）法令の規定またはこの寄附行為に著しく違反したとき

（２）心身の故障のため、職務の執行に堪えないとき

（３）職務上の義務に著しく違反したとき

（４）役員たるにふさわしくない重大な非行があったとき
２　役員は次の事由によって退任する。

（１）任期の満了

（２）辞任

（３）学校教育法第9条各号に掲げる事由に該当するに至ったとき

（役員の報酬）

第12条　役員は、その地位について報酬を受けることができない。

（理事長の職務）

第13条　理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。

（常務理事の職務）

第14条　常務理事は、理事長を補佐し、この法人の業務を分掌する。

（理事の代表権の制限）

第15条　理事長および常務理事以外の理事は、この法人の業務について、この法人を代表しない。

（理事長職務の代理等）

第16条　理事長に事故があるとき、または理事長が欠けたときは、あらかじめ理事会において定めた順位に従い、理事がその職務を代理し、またはその職務を行う。

（監事の職務）

第17条　監事は、次の各号に掲げる職務を行う。

（１）この法人の業務を監査すること。

（２）この法人の財産の状況を監査すること。

（３）この法人の業務または財産の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後２ヵ月以内に理事会および評議員会に提出すること。

（４）第１号または第２号の規定による監査の結果、この法人の業務または財産に関し不正の行為または法令もしくは寄附行為に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを大阪府知事に報告し、または理事会および評議員会に報告すること。

（５）前号の報告をするために必要があるときは、理事長に対して評議員会の招集を請求すること。

（６）この法人の業務または財産の状況について、理事会に出席して意見を述べること。

（理事会）

第18条　この法人に理事をもって組織する理事会を置く。
２　理事会は、学校法人の業務を決し、理事の職務の執行を監査する。
３　理事会は理事長が招集する。

４　理事長は、理事総数の3分の2以上の理事から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から7日以内に、これを招集しなければならない。

５　理事会を招集するには、各理事に対して、会議開催の場所および日時ならびに会議に付議すべき事項を書面により通知しなければならない。

６　前項の通知は、会議の7日前までに発しなければならない。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。

７　理事会に議長を置き、理事長をもって充てる。

８　理事長が第４項の規定による招集をしない場合には、招集を請求した理事全員が連名で理事会を招集することができる。この場合における理事会の議長は、出席理事の互選によって定める。

９　理事会は、この寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、理事総数の過半数の理事が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。ただし、第12項の規定による除斥のため過半数に達しないときは、この限りではない。

10　前項の場合において、理事会に付議される事項につき書面をもって、あらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。

11　理事会の議事は、法令およびこの寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席した理事の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

12　理事会の決議について、直接の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることはできない。
（業務の決定の委任）

第19条　法令およびこの寄附行為の規定により評議員会に付議しなければならない事項その他この法人の業務に関する重要事項以外の決定であって、あらかじめ理事会において定めたものについては、理事会において指名した理事に委任することができる。

（議事録）

第20条　議長は、理事会の開催の場所および日時ならびに議決事項およびその他の事項について、議事緑を作成しなければならない。

２　議事録には、出席した理事全員が署名押印し、常にこれを事務所に備えて置かなければならない。

第４章　評議員会および評議員
（評議員会）

第21条　この法人に評議員会を置く。

２　評議員会は、13人の評議員をもって組織する。

３　評議員会は、理事会が招集する。

４　理事長は、評議員総数の3分の1以上の評議員から会議に付議すべき事項を示して評議員会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から20日以内にこれを招集しなければならない。

５　評議員会を招集するには、各評議員に対して、会議開催の場所および日時ならびに会議に付議すべき事項を、書面により通知しなければならない。

６　前項の通知は、会議の7日前までに発しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りではない。

７　評議員会に議長を置き、議長は、評議員のうちから評議員会において選任する。

８　評議員会は、評議員総数の過半数の出席がなければ、その議事を開き、議決をすることができない。

９　前項の場合において、評議員会に付議される事項につき書面をもって、あらかじめ意思表示した者は、出席者とみなす。

10　評議員会の議事は、出席評議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

11　前項の場合において、議長は評議員として議決に加わることができない。

（議事録）

第22条　第21条の規定は、評議員会の議事録について準用する。この場合において、同条第２項中「出席した理事全員」とあるのは「議長および出席した評議員のうちから互選された評議員２人以上」と読み替えるものとする。

（同意事項）

第23条　次の各号に掲げる事項については、理事長において、あらかじめ評議員会の同意をえなければならない。

（１）予算、借入金（当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く。）および基本財産の処分ならびに運用財産中の不動産および積立金の処分

（２）事業計画

（３）予算以外の新たな義務の負担または権利の放棄

（４）寄附行為の変更

（５）合併

（６）目的たる事業の成功の不能による解散

（７）寄附金品の募集に関する事項

（８）その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの。

（評議員会の意見具申等）

第24条　評議員会は、この法人の業務もしくは財産の状況または役員の業務執行の状況について、役員に対して意見を述べ、もしくはその諮問に答え、または役員から報告を徴することができる。

（評議員の選任）

第25条　評議員は、次の各号に掲げる者とする。

（１）この法人の職員のうちから評議員会において選任した者　２人

（２）この法人の設置する学校を卒業した者で年齢25歳以上のもののうちから、理事会において選任した者　２人

（３）学識経験者のうちから、理事会において選任した者　９人

２　前項第1号に規定する評議員は、この法人の職員の地位を退いたときは、評議員の職を失うものとする。

（準　用）

第26条　第９条第１項および第13条の規定は、評議員について準用する。

（任　期）

第27条　評議員の任期は２年とする。ただし、補欠評議員の任期は、前任者の残任期間とする。

２　評議員は、再任されることができる。

（評議員会の解任および退任）

第28条　評議員が次の各号の一に該当するに至ったときは、評議員総数の3分の2以上の議決により、これを解任することができる。

（１）心身の故障のため職務の執行に堪えないとき

（２）評議員たるにふさわしくない重大な非行があったとき

２　評議員は次の事由によって退任する。

（１）任期の満了

（２）辞任

第５章　資産および会計
（資　産）

第29条　この法人の資産は、財産目録記載のとおりとする。

（資産の区分）

第30条　この法人の資産は、これを分けて基本財産および運用財産とする。

２　基本財産は、この法人の設置する学校に必要な施設および設備またはこれらに要する資金とし、財産目録中基本財産の部に記載する財産および将来基本財産に編入された財産とする。

３　運用財産は、この法人の設置する学校の経営に必要な財産とし、財産目録中運用財産の部に記載する財産および将来運用財産に編入された財産とする。

４　寄附金については、寄附者の指定がある場合には、その指定に従って基本財産または運用財産に編入する。

（基本財産の処分の制限）

第31条　基本財産は、これを処分してはならない。ただし、この法人の事業の遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事総数の3分の2以上の議決を得て、その一部に限り処分することができる。

（積立金の保管）

第32条　基本財産および運用財産の積立金は、確実な有価証券を購入し、または確実な信託銀行に信託し、または確実な銀行に定期預金とし、もしくは定額郵便貯金として理事長が保管する。

（経費の支弁）

第33条　この法人の設置する学校の経営に要する費用は、基本財産ならびに運用財産中の不動産および積立金から生ずる果実、授業料収入、入学金収入、検定料収入その他の運用財産をもって支弁する。

（会　計）

第34条　この法人の会計は、学校法人会計基準により行う。

（予算および事業計画）

第35条　この法人の予算および事業会計は、毎会計年度開始前に、理事長が編成し、理事会において出席した理事の3分の2以上の議決を得なければならない。これに重要な変更を加えようとするときも、同様とする。

（予算外の新たな義務の負担または権利の放棄）

第36条　予算をもって定めるものを除くほか、新たに義務の負担をし、または権利の放棄をしようとするときは、理事会において出席した理事の3分の2以上の議決がなければならない。借入金（当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く）についても、同様とする。

（決算および実績の報告）

第37条　この法人の決算は、毎会計年度終了後２ヵ月以内に作成し、監事の意見を求めるものとする。

２　理事長は、毎会計年度終了後２ヵ月以内に、決算および事業の実績を評議員会に報告し、その意見を求めなければならない。

（財産目録等の備付けおよび閲覧）

第38条　この法人は、毎会計年度終了後２ヵ月以内に財産目録、貸借対照表、収支計算書および事業報告書を作成しなければならない。

２　この法人は、前項の書類および第18条第3号の監査報告書を各事務所に備えて置き、この法人の設置する私立学校に在学する者その他の利害関係人から請求があった場合には正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならない。

（資産総額の変更登記）

第39条　この法人の資産総額の変更は、毎会計年度末の現在により、会計年度終了後２ヵ月以内に登記しなければならない。

（会計年度）

第40条　この法人の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

第６章　解散および合併
（解　散）

第41条　この法人は、次の各号に掲げる事由よって解散する。
（１）理事会における理事総数の3分の2以上の議決および評議員会の議決

（２）この法人の目的たる事業の成功の不能となった場合で、理事会における出席した理事の3分の2以上の議決

（３）合併

（４）破産

（５）大阪府知事の解散命令

２　前項第１号に掲げる事由による解散にあっては大阪府知事の認可を、同項第２号に掲げる事由による解散にあっては大阪府知事の認定を受けなければならない。

（残余財産の帰属者）

第42条　この法人が解散した場合（合併または破産によって解散した場合を除く。）における残余財産は、解散のときにおける理事会において出席した理事の3分の2以上の議決により選定した学校法人または教育の事業を行う公益法人に帰属する。

（合　併）

第43条　この法人が合併しようとするときは、理事会において理事総数の3分の2以上の議決を得て大阪府知事の認可を受けなければならない。

第７章　寄附行為の変更
（寄附行為の変更）

第44条　この寄附行為を変更しようとするときは、理事会において出席した理事の3分の2以上の議決を得て、大阪府知事の認可を受けなければならない。

２　私立学校法施行規則に定める届出事項については、前項の規定にかかわらず、理事会において、出席した理事の3分の2以上の議決を得て大阪府知事に届け出なければならない。

第８章　補　則
（書類および帳簿の備付）

第45条　この法人は、第39条第２項の書類のほか、次の各号に掲げる書類および帳簿を、常に各事務所に備えて置かなければならない。

（１）寄附行為

（２）役員および評議員の名簿および履歴書

（３）収入および支出に関する帳簿および証憑書類

（４）その他必要な書類および帳簿

（公告の方法）

第46条　この法人の公告は、愛甲学院大阪の掲示場に掲示して行う。

（施行細則）

第47条　この寄附行為の施行についての細則その他この法人およびこの法人の設置する学校の管理および運営に関し必要な事項は、理事会が定める。

　附　則

１、この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。

理　事（理事長）　西村公男
理　事　　　　　　入谷泰生
理　事　　　　　　近藤　宏

理　事　　　　　　清水範夫
理　事　　　　　　竿田嗣夫
理　事　　　　　　納谷賢司
監　事　　　　　　小川勝夫
監　事　　　　　　松下豊久
２、第26条第１項第２号中「設置する学校を卒業した者」とあるのは学校の卒業生が年齢25年以上になるまでの間、学識経験者と読み替える。

３、この寄附行為は、大阪府知事の認可の日（平成○年○月○日）から施行する。
	設立発起人会決議録
１　日　　　時　　平成26年11月1日（土）午前10時00分～12時00分
２　場　　　所　　大阪市北区天神橋七丁目15番1号 会議室
３　設立発起人数　6名
４　出席発起人　　6名（西村公男、入谷泰生、近藤宏、清水範夫、竿田嗣夫、納谷賢司）
５　議　　　案
（１） 学校法人愛甲学院大阪の設立並びに愛甲農業科学専門学校の設置について
（２） 学校法人愛甲学院大阪・寄附行為案について
（３） 寄附受領について
（４） 事業並びに財政計画について
（５） 愛甲農業科学専門学校・学則について
（６） 愛甲農業科学専門学校・校長の選任について

（７） 設立代表者について

（８） 設立当初の理事及び評議員の選出について
６　議事の経過及びその結果
互選により西村公男を議長に選び、議案の審議に入った。

議案の審議に入る前に、議長より「設立発起人会設置要綱」（添付）の提案が行われ、全員から異議なしとの声があり承認された。

各議案の審議の内容は次のとおりである。
（１）　学校法人愛甲学院大阪の設立並びに愛甲農業科学専門学校の設置について
議長「設立趣意書（添付）を読み上げ…、学校法人の設立と専門学校の設置について活発な討論をお願いします。」
入谷「農業科学専門学校の計画は、まさに時期に適しているのではないでしょうか。」
近藤「先日も水耕の話をするため、水耕種子では取扱い量では日本最大の企業の社長と会って来ました。先ほどの趣意書を見せ説明をしたところ、社長からは現在九州では行政を絡めた大きなプロジェクトをスタートするところなので、全面的にバックアップするので理事は受けるべきとの事になりました。」
清水「植物工場に関しては、日立製作所時代に研究所の先輩で植物工場研究の第一人者である高辻正基博士の研究をそばで見ていましたし、東洋大学時代に同僚が植物工場でファンドの申請をしたのを支援したことがありました。完全人工光型野菜工場は今後伸びる分野とは思います。」
議長「他に何かご質問、ご意見はありませんか。なければ原案どおり承認してよろしいか。」
全員から異議なしとの声があり承認された。
（２） 学校法人愛甲学院大阪・寄附行為案について
議長「寄附行為案（添付）を読み上げ…、学校法人の設立について活発な討論をお願いします。」
議長「他に何かご質問、ご意見はありませんか。なければ原案どおり承認してよろしいか。」
全員から異議なしとの声があり承認された。
（３） 寄附受領について
議長「寄附の内容（添付）を読み上げ…、この寄附を受け入れることについて、ご審議ください。」
議長「他に何かご質問、ご意見はありませんか。なければ原案どおり承認してよろしいか。」
全員から異議なしとの声があり承認された。
（４） 事業並びに財政計画について
議長「事業並びに財政計画（添付）を読み上げ…、この計画について、ご審議ください。」

納谷「当初、入学定員160名を構想して計画に入ったのですが、やはり日本で最初の完全人工光型水耕栽培の専門学校ということで、堅実に80名の学生受け入れということになりました。小さく産んで大きく育てるということで、この計画に賛成です。」

竿田「実は、20年前に高槻に引越してすぐ、水耕栽培の企業が大樹のようなトマトを栽培しているのを見て、感激したことがあります。最近は近畿大学で多層棚によるサツマイモの空中栽培も提案されており、旧来の農業を大転換させるべく、この計画を是非実行に移したいと思います。」
議長「他に何かご質問、ご意見はありませんか。なければ原案どおり承認してよろしいか。」
全員から異議なしとの声があり承認された。
（５） 愛甲農業科学専門学校・学則について
議長「愛甲農業科学専門学校・学則（添付）を読み上げ…、専門学校の設立についてご審議ください。」
議長「他に何かご質問、ご意見はありませんか。なければ原案どおり承認してよろしいか。」
全員から異議なしとの声があり承認された。
（６） 愛甲農業科学専門学校・校長の選任について

議長「愛甲農業科学専門学校の校長選任についてご審議ください。」
入谷「校長には西村公男君を推薦します。」

議長「他に何かご意見はありませんか。なければ愛甲農業科学専門学校の校長として西村公男を選任したということでよろしいか。」
全員から異議なしとの声があり承認された。
（７）設立代表者について
議長「学校法人愛甲学院大阪の設立代表者の選出についてご審議ください。」
清水「代表者には西村公男君を推薦します。」

議長「他に何かご意見はありませんか。学校法人愛甲学院大阪の設立代表者として西村を選出したということでよろしいか。」
全員から異議なしとの声があり承認された。
（８） 設立当初の理事及び評議員の選出について
議長から設立当初の理事及び評議員候補について、以下の通りの提案がなされた。

　　　　理　事候補　入谷泰生、近藤宏、清水範夫、竿田嗣夫、納谷賢司、西村公男
　　　　監　事候補　小川勝夫、松下豊久
　　　　評議員候補　納谷賢司、山中忠夫、寺田寛、森口道代、竿田嗣夫、清水範夫、西村貞一、

野口善國、小崎幸江、天野光、石丸雄次郎、朝永耕、福井正敏
この提案に対して、全員から異議なしとの声があり承認された。
以上をもって議案の審議をすべて終了したので、議長は12時00分閉会を宣した。
平成26年11月1日
署名人
議長（設立代表者）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞　
設立発起人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞　
学校法人愛甲学院大阪　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
設立代表者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞　


「学校法人愛甲学院大阪」 設立発起人会設置要綱

（名称）

第１条　本会は、「学校法人愛甲学院大阪（以下「学校法人」という）」 設立発起人会（以下「発起人会」という。）と称する。

（目的）

第２条　学校法人の管理運営に関し、学校法人の設立に向けて協同して業務を行うことを目的として、発起人会を設置する。

（業務）

第３条 発起人会は、次の事項について協議する。

（１） 学校法人設立のための寄附行為等の審議・作成に関する事項

（２） 学校法人の事業計画、組織、規程、設立スケジュールに関する事項

（３） その他設立代表者が必要と認めるもの

（組織）

第４条　発起人会は、産業界、教育界から選出された別表に掲げる設立発起人をもって組織する。

２　発起人は学校法人が設立された際に、その理事に移行するものとする。

（設置期間）

第５条　発起人会の設置は、学校法人が設立され、事務を引き渡した日までとする。

（代表及び代表代理）

第６条　発起人会に代表 1 名、代表代理 1 名を置き、発起人の互選により定める。

２ 代表は、発起人会の事務を総理する。

３ 代表に事故があるとき又は欠けたときは、代表代理がその職務を代理する。

（会議）

第７条　発起人会は、代表が必要に応じて招集し、会議の議長となる。

２　代表は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

（定足数及び決議の方法）

第８条　発起人会は、発起人の２分の１以上の出席により成立し、議事は出席発起人の過半数によって決する。

（庶務）

第９条　発起人会の庶務は、学校法人愛甲学院において処理する。

（その他）

第10条 この要綱に定めるもののほか、発起人会の運営に関し必要な事項は、代表が発

起人会に諮って定める。

附 則　　この規約は、平成22年11月16日から施行する。

（別表）第４条関係
	氏　　　名
	職業等

	西村　公男
	学校法人愛甲学院　理事長

	入谷　泰生
	新日本海フェリー株式会社　代表取締役

	近藤　　宏
	株式会社日本農林社　代表取締役

	清水　範夫
	講師、東洋大学教授

	竿田　嗣夫
	京都学園大学教授

	納谷　賢司
	教職員


15） 設立代表者の履歴書、誓約書、印鑑証明書
	履　　歴　　書

	現　住　所
	  兵庫県西宮市結善町１番４号

	ふりがな
氏　　　名
	にしむら　きみお

西 村　公 男
	生年月日
（性別・年齢）
	昭和21年11月23日

（67歳）

	（学　歴）

　昭和40年03月　学校法人辰馬育英会・甲陽学院高等学校 卒業

　昭和41年04月　学校法人甲南学園・甲南大学経済学部経済学科 入学

昭和46年03月　学校法人甲南学園・甲南大学経済学部経済学科 卒業

　昭和46年04月　学校法人甲南学園・甲南大学経済学部経済学科 研究副手 就任

　昭和46年09月　学校法人甲南学園・甲南大学経済学部経済学科 研究副手 退任



	（職　歴）

　昭和46年10月 学校法人桃山学院・桃山学院大学厚生課学生指導カウンセラー・就職

　昭和50年12月 同 上 退職

　昭和52年04月 学校法人浜田学園・西宮経理専門学校教員・就職

　昭和57年08月 同 上 退職

　昭和57年10月 甲山国際文科学館 創立（～現在に至る）

　平成09年04月 学校法人愛甲学院 設立して理事長に就任（～現在に至る）

　　　　　　　　　愛甲学院専門学校開校して校長に就任（～現在に至る）



	（団体歴）

　平成12年06月～14年05月 社団法人兵庫県専修学校各種学校連合会評議員

平成14年04月～15年03月 神戸大学育友会副理事長

　平成15年04月～16年03月 神戸大学育友会理事長

　平成14年06月～24年05月 社団法人兵庫県専修学校各種学校連合会監事

　平成24年06月～26年03月 社団法人兵庫県専修学校各種学校連合会理事

　平成26年04月～現在に至る 公益社団法人兵庫県専修学校各種学校連合会理事

	（資　格）
平成04年10月 職業訓練指導員（事務科）免許 

	（賞　罰）
　昭和61年10月 陸上自衛隊中部方面総監より感謝状

平成03年03月 陸上自衛隊伊丹駐屯地就職援護センター長より感謝状

平成25年05月 兵庫県知事より教育功労者表彰


  （注）１　職歴、団体歴欄には就任・退任期間を明記すること。
２　年齢及び在職期間は、平成26年11月17日現在で記入。
３　賞罰欄は漏れなく記入し、ない場合は「なし」と明記する。
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